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はじめに 

 

 当院では、患者さまに安心・安全な医療が提供できますよう、患者

さまお一人おひとりにあわせた対応に努めております。 

しかし、医療の現場には様々な「リスク（危険）」や「予期せぬこ

と」があることも事実ですので、病院スタッフの努力だけでは限界が

あることも正直なところです。 

従って、このような「リスク（危険）」や「予期せぬこと」をでき

るだけ防ぐために、当院では患者さまやご家族の皆様にも安全対策に

参加していただき、共に安心・安全な医療が提供できるようお願いい

たしております。 

 「患者・家族の皆様と共に 安全対策 15 か条」は、その道しるべ

として作成しましたので、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

         

 

        平成 24 年 5 月 18 日作成 

            令和元年 10 月改訂 

      公立神崎総合病院 

       医療安全対策委員会 
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第１条 わからないことがある場合は遠慮なく質問しましょう   

 検査、治療などでわからないことは、医師または看護

師等に質問しましょう。患者さま自身、納得した治療を

受けることができます。また、前回の診察から変化して

いる症状などを簡単にまとめて医師や看護師に伝えましょ

う。副作用の出現や新たな病気を早期に発見して対処するこ

とに役立ちます。質問したいことや変化した症状をあらかじ

め紙に書いておくと便利です。 

 

第２条 お薬に関する情報はまとめておきましょう             

病院や診療所、歯科医院等から処方されている全てのお薬

の情報はひとつにまとめておきましょう。（お薬手

帳・薬剤情報書等）また、受診時は必ず、そのま

とめたお薬の情報を持って来院しましょう。お薬

の重複投与や危険な飲み合わせを未然に防ぐこと

ができ、治療や検査を行う際に役立つ大切な情報です。医師

や看護師に求められたらご提示ください。 

＊お薬手帳についてはかかりつけ医や調剤薬局でご相談ください。 
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安全対策 15か条 



 

 

第３条 できればご家族と一緒に２人以上で説明を聞きましょう    

     医師からの説明は、可能な限り患者さまお一

人ではなく、ご家族と一緒に聞きましょう。 

ご家族が別々の時間に来院し、それぞれ説明

を求められることがありますが、そのような

ことは、できるだけ控えてくださいますよう

お願いします。まとまった説明をお聞きになりたい場合は、

事前にご希望の日時を看護師にお伝えくださるとありがた

いです。 

 

第４条 意思表示は明確に医師や看護師に伝えましょう               

患者さま自身の意思が明確で有効な場合は、その意思を尊

重するよう配慮いたします。例えば、輸血や宗教に関する希

望、ドナーカードの有無、人工呼吸器使用の有無など、患者

さま自身の意思表示がある場合は、医師や看護師に伝えてお

きましょう。病院では救命医療が最優先されます。 

お伝えがなく、救命が急がれる場合、患者さまの意志に添

わない医療が提供されてしまう可能性がありますのでご承

知おきください。 
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第５条 氏名確認の場面ではご自分から名前を名乗りましょう            

病院では、数多くの患者さまの診察、検査、治療などを行

っています。そんな中で、患者さまを間違えて診察したり、

治療を行っては大変です。病院スタッフも細心の注意をはら

い患者さまのお名前を確認していますが、更に確実性を高め

るため、患者さまのご協力をお願いしています。 

 診察室に入る時、点滴を受ける時、お薬を受け取る時など、

職員が「お名前をお願いします」とお聞きしま

したら、その時はご自分からお名前を名乗

ってくださいますようお願いします。 

 

第６条 医療行為中の医療者への声かけは、控えましょう      

医療者が集中して医療行為を行っているときに、話しかけ

られると医療行為が中断し、検査・治療を受けている患者さ

まの危険が増すことになります。行為中の声かけはできるだ

け、ご遠慮くださいますようお願いします。必要な場合は、

当然、声をかけていただいて結構です。手を止めてもよいと

ころまで待っていただくことがありますがご理解とご協力

をお願いします。 
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第７条 患者さまの転倒・転落など 危険防止対策へのご理解と 

     ご協力をお願いします                    

       患者さまの状態や病状によっては、入院中に転倒したり、 

ベッドから転落したり、或いは点滴のチューブを抜いたり 

と病気以外の危険な状況が生じる場合があります。そのよ 

うな危険が予測される場合、付添いなどご家族の協力をお 

願いすることがあります。また、必要に応じてベッドやイ 

スの工夫や抑制などの危険防止策を行うことがありますの 

でご理解ください。また、患者さまのご自宅での生活状況 

は、危険防止策を講じるための重要な情報ですので、入院 

時には看護師へお伝えください。 

 

第８条  院内感染防止に協力しましょう              

 入院中の患者さまには、重症の方、

抵抗力の弱い方が多く、感染しやす

い状態になっています。 

風邪症状などがあるご家族や知人

の面会はお控えください。また、病室に入る前には手洗いを

するよう心がけ、必要な場合はマスクを着用ください。 
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第９条 面会時間や面会についての注意事項を守りましょう                 

病院では、入院患者さまの治療や安静を優先し、面会時間

を決めています。時間外の面会や大勢での面会、長時間の面

会は、患者ご本人のみならず、他の患者さまの迷惑になるこ

とがありますので、ご配慮いただきますようお願いします。 

 患者さまの病態は、日によって変化します。病室に行かれ

る前にはナースステーションに声をかけてから入るように

してください。 

 

 

＊病室案内は１階受付ですのでご利用ください。 

第１０条 院内での暴言・暴力はやめましょう              

 医療者が患者さまやご家族から暴言・暴力を受けることが

時々あります。治療や対応等に意見や疑問がある場合は、大

声を出したり暴力を振るったりせず、スタッフにお伝えくだ

さるか、院内に設置された投書箱をご利用ください。改善す

るよう努力いたします。暴言・暴力は医療者の心や身体を傷

つけるだけでなく、他の患者さまのご迷惑になることもあり

ます。なお、限度を超えた暴言・暴力がある場合は警察に通

報しますのでご承知おきください。 
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面会時間  平日 14：00 ～ 20：00 

      休日 10：00 ～ 20：00 



 

 

第１１条 施設内の喫煙・飲酒は禁止しています          

 施設内は、全て禁煙になっていますので、施設内で

の喫煙はご遠慮ください。療養中の患者さまには健康

上、禁煙をお勧めします。喫煙される場合は、施設外

の所定の場所でお願いします。また、飲酒されての来院はご

遠慮ください。入院中に施設内で喫煙された

場合や飲酒された場合は、退院していただく

ことがありますのでご了承ください。 

 

第１２条 看護体制についてご理解ください           

「完全看護」という制度は時代の流れの中で変化し、今で

は過去の言葉となっています。現在は、患者さまの人数に対

する看護師数を配置する「基準看護」と言い、当院は入院患

者さま 10 人に対して看護師 1 名を配置する「10 対 1 看護基

準」です。看護は看護師の手で行うことを基本としています

が、時には、看護師がお一人の患者さまから離れられ

ない状況にある場合、ご家族の付き添いをお願いする

こともありますので、ご理解とご協力をお願いします。 
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第１３条 ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝをご希望の方は、お気軽にご相談ください 

     入院中または通院中に主治医の説明だけでなく、他病院の 

医師の意見も聞きたい（これをｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝと言う）と思う 

ことがありましたら、主治医または看護師にご相談ください。 

紹介状をお書きいたしますし、必要な資料を貸し出すことも 

可能です。 

第１４条 入院当初から退院後の生活についてご相談ください                            

 患者さまの中には、日常生活が自立されていた方でも病気

がきっかけで、介護が必要な状態になられる場合があります。

退院許可が出された時点で、介護や療養環境などについてお

困りにならないよう、入院当初から退院後の生活について、

ご家族とともに一緒に考える取り組みを行っています。入院

当初から退院後の生活についてお伺いするのはそのような

理由ですのでご理解ください。また、こちらから伺うことが

なくても、心配事などがある場合は、お気軽に看護師にご相

談ください。ソーシャルワーカーやリハビリ担当者などと共

に対応させていただきます。 
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第１５条 休日・夜間の救急診療について（お願い）                

◇  「土、日は診てもらえないから・・。」と月曜日に病状が進ん

だ状態で来院される方がおられます。当院では、休日（土、日、

祝日）は、内科医師・外科系の医師がそれぞれ１名ずつ、夜間は、

その日によって診療科は異なりますが、1名の医師が担当して救

急診療を行っています。（第 2・第 4 日曜日は小児科も診察して

います） 

急病の場合は、まず、お電話でお問い合わせください。 

病状によっては、他の医療機関を紹介する場合もありますが、

担当医師の範囲内で診察が可能です。 

◇  休日・夜間を受診された時「昼間あるいは数日前から具合が悪

かった。」と訴える方がよくあります。「身体の調子がおかしい」

と感じたら早めにかかりつけ医や医療機関を平日の診療時間内

に受診してください。 

平日の診療時間内では、速やかに対応できる検査や治療も、休

日・夜間になると限られたスタッフの対応となるため、検査や治

療ができないことや、長い時間を要することがあります。    

 また、こどもは症状が急変しやすいので、早めにかかりつけ医 

 を受診するよう心がけてください。 
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公立神崎総合病院  0790-32-1331 

 ※診療時間は診療体制表又はお電話でご確認ください 


